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資料 ２

公害防止計画制度に関する意見整理（案）

中央環境審議会公害防止計画小委員会では、平成１９年１２月２１日及び平成２０年

３月２６日の２回にわたり、公害防止計画制度の今後のあり方について、議論を行った。

これまでの議論における主な意見を整理すると、以下のとおりである。

１．公害防止計画制度を取り巻く主な現状認識について

（１）公害防止計画に基づく対策の着実な実施

・公害防止計画制度は、地域における激甚な産業型公害の解決を念頭に置いて創設され

た制度であり、昭和４５年の制度発足以来、我が国における公害対策の中心的な制度

的枠組みとして機能してきた。

・その結果、地域における大気汚染等の状況の改善が進み、公害防止計画の策定地域数

・市町村数は、年々減少している。

（２）環境問題を巡る状況の変化

・環境問題を巡る状況は、制度発足当時から大きく変化しており、産業型公害から都市

生活型公害へと公害問題の態様が変化しつつあるほか、ダイオキシンやアスベスト等

の問題に加え、地球温暖化対策や生物多様性の保全など、広がりを見せている。

・さらに単に環境基準を満たすだけでなく、より健康な都市づくりが課題になってきて

おり、予防的見地から、妊婦や子供など次世代の人達が健やかに育つことができる環

境づくりが緊急課題となってきている。

（３）公害防止に係る他の制度の整備の進展と課題

・公害防止計画制度の創設以後、大気汚染防止法や水質汚濁防止法における総量規制制

度の導入や、湖沼法や自動車ＮＯｘ法に基づく各種の法定計画制度の導入など、個別

の公害分野における各種制度の確立や拡充、強化が図られてきている。

・一方、これらの法定計画制度の導入だけでは不十分であり、特に都市生活型公害を防

止するためには、住民一人一人に環境にやさしいライフスタイルを実行する意志を持

たせるための教育も必要になってきている。
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（４）目標年度・期限の到来

・公害防止の主要対策の一つであるＮＯｘやＳＰＭの対策については、公害防止計画に

基づく対策に加え、自動車ＮＯｘ法に基づく施策も推進されているが、その計画期間

は平成２２年度が目標年度となっている。

・また、公害防止計画に基づき実施する公害防止対策事業については、公害の防止に関

する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（公害財特法）の適用を受けるが、

この公害財特法は、平成２２年度末で期限を迎える。

（５）国と地方の関係の変化

・地方分権の進展の中で、公害行政における国と地方の関係も変化しており、国と地方

公共団体が補助金等を介して一緒に問題解決に当たる、という従来の公害防止計画制

度の構造が適当かどうか、検証が必要な時期に来ている。

２．公害防止計画制度の必要性について

（１）公害防止計画制度の果たしてきた役割の評価

・公害防止計画制度の今後のあり方について検討するに当たり、昭和４０年代から５０

年代にかけての激甚公害に対して、公害防止計画がどのような効果や役割を果たして

きたのか、検証することが必要ではないか。

（２）公害防止計画制度（又はそのシステム）の必要性

公害防止計画制度の必要性については、以下のような異なる意見があった。

（制度を終了すべきとする意見）

・激甚な公害を除去するための制度としての公害防止計画の役割は、ほぼ終わったので

はないか。公害防止計画制度は一旦終了して、必要な状況になれば、また新たに制度

を構築するべきではないか。

（制度を存続すべきとする意見）

・公害問題は、意図するしないにかかわらず、この世のある限り必ず起こりうる問題で

ある。将来起こるかもしれない公害に対しても、さらに今日なお課題とされる問題に

対しても、現行制度を見直した上で、総合的な取組の制度としての枠組みは存続して

いくべきではないか。
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・廃棄物や化学物質、光化学オキシダントなど、県境をまたがる環境問題は多発してお

り、複数の地方公共団体が連携して取り組むための制度的な仕掛けは、公害防止計画

制度を衣替えしても、依然として残す必要があるのではないか。

・地球温暖化と循環という２つの概念は、国が基本的な取組の方針を示すべきものであ

り、その上で、個々の公害で未解決の問題や都市の新たな環境問題など、地域におけ

る重要課題について取組を進めていくやり方は、残すべきではないか。

３．これからの時代の公害防止計画制度のあり方について

（１）公害の状況を評価する指標（公害防止計画策定指示の要件）のあり方

・環境基準の達成という指標のみをもって、公害防止計画に基づく取組を評価し、計画

策定指示の要件とする現行の制度は、適切かどうか。例えば、健全な水循環といった

点も指標の一つとして、各地域の公害の状況が改善されているかどうかを評価する方

法もあるのではないか。

・また、光化学オキシダントや自動車騒音のように、根本的な問題点や対策手法、対策

効果が、環境基準に係る指標では捉えにくい問題もあるのではないか。

・一方、平成１３年の公害防止計画制度改正において、策定指示の要件が曖昧であるた

めに既得権益化している状況を改善するため、定量的な評価基準を導入した経緯があ

る。したがって、定量化が難しいものにまで指標の対象を広げることは、再び不公平

を生ずることになるのではないか。

・このように、まずは各地域の公害の状況を評価する指標のあり方について議論すると

ともに、現行の環境基本法における「公害」の定義に照らし、法改正の要不要につい

ても議論する必要があるのではないか。

（２）これからの制度のあり方

（公害行政手法の考え方、インセンティブ）

・不特定多数の者が介在する日常生活や通常の事業活動に起因する都市生活型公害にお

いては、ソフト的対策等の幅広い政策手段を公害防止対策事業と有機的に連携して実

施（ポリシーミックス）する必要があるが、このような点について十分な配慮が行わ

れていないのではないか。例えば、閉鎖性水域の環境改善のような分野は、規制行政

だけでは限界があり、地域の環境改善を行う上で、ソフト対策や公害以外の課題（自

然など）もあわせて考える必要があるのではないか。
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・「公害」という言葉を改め、生活環境の好ましい形を保全していく、というコンセプ

トから制度を組み立て直すことも検討すべきではないか。

・公防地域に指定されると、必要性の有無にかかわらず、公害財特法に定めている事業

の全てが財政上の特例措置の対象となるため、無駄が生じていたのではないか。また、

国からの支援策については、補助金以外にも、地方交付税や地方債の起債措置などの

財政措置があり、また財政措置以外の支援策もあり得る。こうした様々な支援策を取

り込んだ新たな制度を考えていく必要があるのではないか。

・交通公害関係がほぼすべての地域で課題として取り上げられるようになっているが、

現在の制度では対応する財政措置がない。地域で関連機関が協同して総合的・計画的

に取り組むための総合調整機能は重要であるが、形式的なものとなっているのではな

いか。早期に環境基準を達成するために、目標年次を定め、調整を実質化するための

インセンティブや罰則を検討すべきではないか。

（他の行政計画との関係、上位計画の必要性）

・各地域において、個別の環境問題に対応するための計画（法定計画）がバラバラに存

在しているが、これらの調整を図るための上位計画のようなものが必要ではないか。

その際、各地域で必ず策定している計画について、一つに束ねるような整理もあるの

ではないか。

・現行の公害防止計画制度は一つのパターンで書かなければならず自由度が低いことか

ら、上位計画的な計画制度として位置づけるとしても、かなり模様替えをする必要が

あるのではないか。

・特例市以上の地方公共団体において地方公共団体実行計画の策定を義務づけるための

地球温暖化対策推進法の改正案が閣議決定されたが、この実行計画がベースになって

他の地域環境計画と連携・統合していくこともありうるのではないか。

・合理的な土地利用計画の策定を通じて公害を防止するため、都市計画法及び公共用飛

行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律においては、都市計画

及び空港周辺整備計画は公害防止計画に適合したものになるように規定されている

が、理念や考え方の調整に止まり、実質的には土地利用の適正化の観点からのアプロ

ーチはあまり機能してこなかったのではないか。今後の制度のあり方の検討に当たっ

ては、こうした観点からのアプローチも踏まえる必要があるのではないか。

・環境基準未達成の大気汚染問題（ＮＯｘ、オキシダント）、道路交通騒音問題、今後

規制強化が予想されるＰＭ２．５問題、地球温暖化問題など、自動車交通の問題につ

いては、大都市など地域として総合的・計画的に取り組むことがますます重要となっ
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ている。各種の個別対応の法制度ができてはいるが、環境の視点から、都市計画を含

めて中長期的・横断的に地方が取り組む計画制度が必要ではないか。

（国と地方の役割）

・総量削減計画や湖沼水質保全計画のような個別の公害防止制度の整備に伴い、公害防

止計画の中では、地域の特性に応じた地方公共団体の独自性を発揮しにくくなってい

るのではないか。例えば国の策定指示ではなく、ガイドライン方式に変更することに

よって、必要な要素が入っていれば書きぶりや計画期間は自由にする、というような

手法もあるのではないか。

・一方、地域環境計画が十分策定されていない地域については、国の策定指示によって、

計画策定を誘導していく効果もあるのではないか。

・現行では、必ずしも各省の地方支分部局が連携しておらず、国の支援体制が十分に担

保されていないのではないか。環境省の地方環境事務所が統合、調整する役割を果た

すべきではないか。

・一つの市町村を対象にした地域環境計画は、地方に任せてもいいのではないか。一方、

国は、複数の地方公共団体に関係するものや、酸性雨や黄砂のように外国との関係で

取り組むべき課題について関与していくべきではないか。このため、国が旗を振って

地方と共同して取り組む課題がどのようなものがあるかを整理した上で、公害防止計

画制度又はそれを修正した制度が使えるかどうかを検討すべきではないか。


